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Abstract

TheResearchofthemodelSentences

MaterialoftheJapaneseMedieval

AgesCenteredon``Zappitsu-Y6shu"

UESuGIKazuhiko

Thepurposeofthisreport]Stoanalyze``Zappitsu-Y6shu"(雑 筆 要 集),oneoftheimportant

modelsentencesmaterialintheJapanesemedievalages,bibliographically.``Zappitsu-Y6shu" IS

regardedto becompilatedintheearlyperiodofKamakuraEraandhasbeenwellknownasthevalua一

ble historical materialtostudythedocumentsystemintheJapanesemedievalages.
9

However, becausethecommontextof"Zappitsu-Y6shu",Zoku-Gunshoruij亘 一bon(続 群 書 類 従
覧

本), isexceedinglyofbadqualityasamanuscript,thisma重er董a亘hasnotbeenmadegooduseofeffec一

tive監y.Soin thisreport,theauthortriedtocollectthemanuscriptsof``Zappitsu-Y6shu"andhasmade

acomparativestudyofthem.

The concretemethodofthecomparisonistodrawupthetableofthesentence:of the

・
manuscripts, numberingeachsentence:.

Asthe resultoftheinvestigation,theauthorwasabletocollectthefo璽lowingmanuscriptsof``Zap一

pitsu-Y6shu", Oshinok6ji-bon(押 .小路 本),B6j6-bon(坊 城 本),Tokudaiji-bon(徳 大 寺 本),

Sh6k6kan-bon (彰 考 館 本),Kikutei-bon(菊 亭 本),Sakurayambunko-bon(桜 山 文 庫 本),K6yasan一

Sanp6in-bon (高 野 山 三 宝 院 本),Tanaka-bon(田 中 本),Tankaku-S6sho-bon(丹 鶴 叢 書 本), Jurin一

ShUy6-bon (儒林拾要本).

Theconclusionofthecomparativestudyofthemanuscripitsisthefollowing.

First, Jurin-Shuyo-bonisthemostclassicaltextintheexistingmanuscriptsof``Zappitsu-Y6shu'㌔
.

The reason ofthejudgementistherationaldispositionofthesentences,theabundanceofthe sell・

tences,and therichmentoftheremainwordsandphrasesinthesentences.Further,thecomparison of

Jurin-Shuy6-bonandthetracesofSh66-Yonen-bon(正 応 四 年 本)inTankaku-s6sho・bonsustains
this

o

presumption.

o

Second, theothermanuscriptsof'`Zappitsu-Y6shu"areverysimilar.Thereareafewdifferences

betweenthem,butthedifferenceswereoriginatedinthearrangementofthesentencesnumberof the

time ofthe copywriting.Theyarewidec董rculatedtexts,andTokudaiji-bonisprobablythecommon
層

originalform ofwidecirculatedtextsof``Zappit6u-Y6shu".IntheEdoEra,theyarepossesedbynoble一

men,feudal lords(Daimy6),temples,Shint6priests,andcollectorsofbooks.Throughthefact we
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knowtheexpanseof``Zappitsu-Y6shu"attheage.
.

Theauthorhopestocontinuethestudyabouttheeditorof``ZapPi重su-Y6shu鱒andthepurpose of

theeditionatthebaseoftheresultofthisreport・

,

'

「

9

曾

F

,

.
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《個人研究》

『雑筆 要集』 を中心 とする日本中世文例集史料の研究

上 杉 和 彦

は じめに

P筆 要集』は,鎌 倉初期成立 と推定される編者不詳の文例集史料であるC>。数多 くの文例を網羅

してい る上に, 実際の文書を元に作成されたことがほぼ確実であることから,そ の重要性は良 く知 ら

れて いたが, 利用されるテキス トが,極 めて質の悪い続群書類従本(「 公事部」所収)に 限定されて

きたため,必 ず しも十分 な活用がな されて こなかった。その ような事情に鑑み,本 研究では,『 雑筆

要集』の書誌学的研究の前提作業 として,諸 本の収集と検討を目指 した。以下,不 十分ながらその成

果 を報告 す る。'

なお,『雑筆要集』に関する専論はほ とんどな く,わ ずかに竹内理三 「平安末期の往来物にあらわ

れた荘園一雑筆要集 と儒林拾要一」②をあげうるのみである。同論文は,『雑筆要集』 に収め られた荘

園関係文書の読解を主内容 としてお り,編 者に関 しては,収 載文書に見える地名の多 くが紀伊国の も

の であ るこ とか ら,「 この編者 は,紀 伊国の住 人であるこ とが推察 され,荘 園文書の文例が 多 く,公

卿消息の文例は一つもないところがら,公 卿のための往来ではない。 しかも高野山はまれにしかあ ら

われず,仏 寺法会の例文 も甚だ少ない ところが ら高野山の学僧 と見るの も困難である」〔3}と指摘 して

いる。実際の文例内容を見れば 「仏寺法会の例文も甚だ少ない」と判断することには若干の疑問を感

じざ るを得 ず, また紀伊国だけでな く摂津国関係の地名が多 く見られることの検討も課題 として残さ

れてい るが, 早い時期に 『雑筆要集』 ど 『儒林治要』の関係を論 じた点などは,研 究史上重要な意味

を持 つ論考 であ り,本 研究において も大いに参考にするこ とがで きた。

『 『雑筆要集』諸本の概要

まず,主 に奥書などの紹介を中心としながら,収 集した諸本の概要について述べたいω(括 弧内は

請求番号等)。

1内 閣文庫本

①押小路家献納本 (古2.131>
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r雑筆要集』を中心とする日本中世文例集史料の研・究

(奥書)

「此一冊者,以 徳大寺殿御本金他筆書写之,則 校合及:再往者也,固 技制他見之間,可 秘々々

慶安元年仲秋之候 大外記中原師定(花 押)」

慶安元(1648)年8月 に,大 外記中原(押 小路)師 走が,「 他筆」によって徳大寺公信の所蔵本よ

り書写 したものであることが知 られる。公信は実久の男で・慶安元年に権大納言であった人物であ

る ㈲。

(2)坊城俊将旧蔵本(14ア.164)

(奥書)

「此一冊者,以 徳大寺殿御本金他筆書写之,則 校合及再往者也,固 技制他見之間,可 秘可秘

慶安元年仲秋之候 大外記中原師走判

此一一冊倍大外記師貸蔵本,使 家司内蔵大允中原直高謄写,功 績始成

干時,享 保五年八月十二 日 蔵人権右中将藤原俊将」

享保5(1720)8月12日 に,藤 原(坊 城)俊 将が中原(押 小路)師 貫の所蔵本を書写 したものであ

ることが知 られ る。なお,師 貫 は別名 を師零 といい,師 走の曾孫 にあた る人物 であ る〔6)。坊城俊将 の

蔵書印がある。次の③にみ られように,続 群書類従本の底本にあたる。

③続群書類従本(216.t)

奥書は② と同じである。本文の注記 より,② を元にして数本で校訂していることが推察される。い

うまで もな く,享 保5(1720)8月12日 以後 に書写 された ものであ る。

④r摂 津徴』巻i(7(218.38)

浅井 幽清 に よる,摂 津 国関連文 書8通 の抜 き書 きであ る。 住吉神社 印 と明治19(1886)年11月 の

付言があ る。

II東 京大学史料編纂所所蔵徳大寺家旧蔵本(徳 大寺史料26/88)

奥書はなく,徳 大寺家の蔵書印がある。「書札礼事」(『弘安礼節』)を 合散する。1一 ① と字配 り等

が一致 し,一 見 して同筆 の可能 性が高 い と判 断 され る。1一 ① の奥書 に見える 「徳 大寺殿御本」 に相

当するものであ るこ とは疑 いな く,ま た 「他筆」 とあ ることか ら,1一 ①は徳大寺家に仕 える人物の

手になるもの と見 るこ とがで きるか もしれない。

皿 彰考館文庫本ω

(奥 工婁ξ)

「右一冊,借 請官務忠利投家蚊遂書功急返正本,故 未校合也,重 而可遂校正也

慶安四年八月七口 蔵人頭藤隆貞」

慶安4(1651)年8月7日 に,小 槻(壬 生)忠 利の所 蔵本を,藤 原(油 小路)隆 貞が書写 した も

のであるこ とが知 られ る。 「書札礼事」(『弘安 礼節』)を 合戦 する。
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N京 都大学附属図書館所蔵菊亭家旧蔵本(菊/サ!27)

奥書はな く,今 出川家(菊 亭家)の 蔵書印がある。「書札礼事」(『弘安礼節』)を 合載する。 目録の

1号 文書を 「宣旨之用」(「之用」は 「書様」の書き誤 りと考え られる)と す ることの…致をはじめ,

徳大寺家本に極めて近い内容を有 している。

v昭 和女子大図書館所蔵桜山文庫本{8)(桜210.09/20)

(奥書)

「天保六年乙未五月,以 竹屋右兵衛佐光様御蔵本読人書写詑,弘 訓」

天保6(1835)年5月,足 代弘訓が,竹 屋光様の所蔵本を書写 したものであることが知られる。弘

訓(寛 居)の 蔵書印がある。竹屋家は,広 橋家支流の儒道 ・挿花を家業 とする公家(家 格は名家)で,

光様は勝孟男にあたる⑨。桜山文庫は,鹿 島神宮神官鹿島則文が蒐集した典籍を収めたものである㈹。

W高 野山大学図書館所蔵高野山三宝院本(ア17/三!5)

(奥書)
竃

〔???〕

「無量寿院 発心」

随心院の蔵書印がある。近 世の写本と思われる。

田 国立歴史民俗博物館所蔵田中穣氏旧蔵本。匹1

江戸前期の写 と推定される。奥書 ・蔵・書印などはない。

皿 丹鶴叢書本㈹

(奥書)

「此一冊者,以 徳大寺殿御本令他筆書写之,則 校合及再往者也,固 技制他見之間,可 秘々々

慶安元年仲秋之候 大外記中原師定判

此…・冊借大外記師貫蔵本,使 家司内蔵大允中原直高謄写,功 績始成

干時,享 保五年八月十二 日 蔵人権右中将藤原俊将」

丹鶴叢書は,紀 伊国新宮城主水野忠央が幕末期に編んだ叢書である。奥書は,皿 一一{3)と一致する。

また,44号 文書 「怠状様」の頭註に 「以上,以 古本校之,本 云,正 応四年四月十六 日,以 正智院書

本写畢,真 蹟」とい う記述があ り,44号 文書までの多 くの文書に 「古本」による校訂がなされてい

る。 これ に よれば,真 寂(藤 原長患 か)。⇒なる人物が,高 野 山正智 院の所 蔵本 を,正 応4(1291)年4

刀16日 に書写 した一本が存在 したことになる。丹鶴叢書本は,続 群書類従本を底本 として,正 応4

年本(真 寂本)に よる校訂を経て成立した ものであろう。この正応4年 本(真 寂本)に ついては,

後に再び触れることとする。
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『雑筆要集』を中心とする日本中世文例集史料の研究

Kr儒 林拾要』

(奥書)

「異本云

此本老多田末葉源頼雄所持之也,一 覧之節遂懇書写之了,誠 是古代之文法可秘蔵者也

維時延宝弐暦八月既望

正五位下加茂季通

此書を見 るに,昔 は常 さまの事 まても,か ㌧ること葉 してかけるよと,い と玉その世の しのはし

く侍 りて,今 の消息かつはゆえX』 しき事 ともに及ふまて,い かにあさまし くはな りもて行ける

事そ と,な けかし く覚帳 て

永 くきの跡にむかしを見てそ しる

あさきに くたるあはれ世の中」

『続群書類従』雑部所収の もので,書 名こそ異な るが,後 述の通 り,明 らかに 『雑筆要集』の異本

に位置づけられるべ きものである。多 田源氏の末高頼雄の所蔵本 を,延 宝2年(1674)8月16日 に

加茂季通が書写 した本が,続 群書類従本の校訂本に用いられていることが分かる。多田源氏の末窩が

本・書を所蔵 していたこ とは,文 例中に多田源氏関係の ものが見 られるこ とと密接な関係がある と推定

され る。

二 諸本の関係と伝来について

前章の記述 に基づいて,『 雑筆要集』諸本の関係 と伝来について考察を加えたい。

まず指摘すべき点は,1一 ①②③ ・Eの 比較検討から,徳 大寺家所蔵本を中原(押 小路)師 走が書

写 したものが,師 走 曽孫の師貫の代 に藤原(坊 城)俊 将 によってさ らに書写 され,こ れが続群書類従

本の底本 となった と判断 されることである。

mの 底本である官務家壬生忠利所蔵本の性格は不明確であるが,押 小路家本が成立 した慶安元

(1648)年 に近い慶安4(1651)年 には存在 していた ものであ り,あ るいは,押 小路家本 同様 に徳 大

寺家本(も しくはその系統の写本)を 底本 としていたものかもしれない。 いずれにしても,近 世初頭

において,『 雑筆要集』が局務家 ・官務家 とい う文書行政に関わる地下官人の蔵書 として存在 してい

たことになるが,そ れはこの史料の内容が彼 らの家 業 と深い関わりがあることによるものであろう。

次に,文 例配列の検討か ら,諸 本の比較を試みてみよう。

以下に示すのは,諸 本の文例配列順の一覧である。 ここでは,巻 本ご とに付 された文例の通 し番号

によって,そ れぞれの文例配列順を表わす とともに,相 違点を明確にす る毒味で,儒 林拾要本を基準

にして同一・文例の配列状況を示 した。なお,文 例配列が一致 す る諸本 については一括 して示 した。儒

林拾要本を基準 にした理由は,後 に述べることとする。
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[諸本の文例配列]

儒林拾要本 徳大寺本 ・押小路本 ・ 丹鶴叢書本 ・三宝院本 彰考館本

菊亭本 ・桜山文庫本

1宣 旨 1宣 旨 1 r二7ヒJ且
日 1 自 ヒユ旦

目

同 請文 2同 請文 2 同 請文 2 同 請文

2院 宣 3院 宣 3 院宣 3 院宣

同 請文 4同 請文 4 同 請文 4 同 請文

3院 庁下文 5院 庁下文 5 院庁下文 5 院庁下文

同 請文 6同 請文 6 同 請文 6 同 請文

4太 政官符 7太 政官符 7 太政官符 7 太政官符

同 請文 8同 請文 8 同 請文 8 同 請文

5令 旨 9令 旨 9 令旨 9 令旨

同 請文 10 、 同 請 文 10 同 請文 10 同 請文

6同 宮庁下文 99同 宮庁下文 98 同宮庁下文 97 同宮庁下文

同 請文 (99)同 請文 99 同 請文 (97) 同 請文(98は欠番)

7親 王宣 11親 王宣 11 親王宣 11 親王宣

同 請文 12同 請文 12 同 請文 12 同 請文

8同 宮庁下文 ユ3同 宮庁下文 13 同宮庁下文 13 同宮庁下文

同 請文 14同 請文 19 同 請文 14 同請文

9関 白宣 15関 白宣 15 関白宣 15 関 自宣

同 請文 16同 請文 16 同 請文 16 同 請文

10同 殿下政所下文 17同 殿下政所下文 17 同殿下政所下文 17 同殿下政所下文

同 請文 18同 請 文 18 同 請文 18 同 請文

21検 非違使別当宣 19検 非違使別当宣 19 検非違使刷当宣 19 検非違使別当宣

同 請文 20同 請文 20 同 請文 20 同 請文

12検 非違使庁下文 21検 非違使庁下文 21 検非違使庁下文 21 検非違使庁下文

同 請文 22同 請文 22 同 請文 22 同 請文

13国 宣 23国 宣 23 国宣 23 国宣

同 請文 24同 請 文 24 同 請文 24 同 請文
9

14国 司庁宣 25国 司庁宣 25 国司庁宣 25 国司庁宣

15留 守所符 26留 守所符 26 留守所符 26 留守所符

他文例1通 な し な し(騰轄 本古本あり) なし

16府 牒 97府 牒 96 府牒 95 府牒

17牒 状 27牒 状 27 牒状 27 牒状
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『雑筆要集』を中心とする顕本中世文例集史料の研究

返牒 28 返牒 28返 牒 28 返牒

18 御教書 29 御教書 29御 教書 29 御教書

同 請文 30 同 請文 30同 請文 30 同 請文

19 奏状 31 奏状 31奏 状 3ユ 奏状

20 解状(3通) 32 解状(3通) 32解 状(3通) 32 解状(3通)

21 折紙 33 折紙 33折 紙 33 折紙

他文例1通 な し なし(艦籍本林洲 なし

22 陳状(2通) 34 陳状(2通) 34陳 状(2通) 34 陳状(2通)

23 寄文 35 寄文 35寄 文 35 寄文

他文例1通 な し なし(丹簾書本赫洲 なし

24 去文 36 去文 36去 文 36 去文

25 送文 37 送文 37送 文 37 送文

他文例3通 な し な し(騰 叢書本古本あり) な し

26 宛文 38 宛文 38宛 文 38 宛文

他文例1通 な し なし(騰熊本躰洲 な し

27 下文 39 下文 39下 文 39 下文

他文例1通 な し なし(艦籍木鉢劾) なし

(40は 欠番) 40所 文帳(文 例欠)

28 処分帳(2通) 41 処分帳(2通) 41処 分帳(2通) 40 処分帳(2通)

29 譲状(2通) 42 譲状(2通) 42譲 状(2通) 41 譲状(2通)

30 不翼状 43 不理状 43不 避状 42 不理状

31 怠状 44 怠状 44怠 状 43 怠状

㈱ 糖 本ここまでを林で校訂)

32 曳文(2通) 45 艶文(2通) 45曳 文(2通) 44 曳文(2通)

33 紛失状 46 紛失状 46紛 失状 45 紛失状

他文例1通 なし なし な し

34 券文(3通) 47 券文(3通) 47券 文(3通) 46 券文(3通)

35 置文 48 置文 48置 文 47 置文

36 任符(2通) 49 任符(2通) 49任 符(2通) 48 任符(2通)

他文例1通 な し な し な し

37 名簿 50 名簿 50名 簿 49 名簿

他文例1通 な し な し な し

38 着到 51 着 到' 51着 到 50 着到

39 宿直番文 98 宿直番文 97宿 直番文 96 宿直番文

40 日記 52 日記 52日 記 51 日記
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41 目録 53 目録(欠 文) 53 日録(欠 文) 52 目録(欠 文)

42 下文(2通) 54 下文(2通) 54 下文(2通) 53 下文(2通)

43 欄遺礼文 55 欄遺札文 55 欄遣礼文 54 欄遺札文

44 注文 56 注文 56 注文 55 注文

45 納帳 57 納帳 57 納帳 56 納帳

46 下帳 なし なし な し

47 願文(2通) 58 願文(2通 〉 58 願文(2通) 57 願文(2通)

48 呪願文 59 呪願文 59 呪願文 58 呪願文

49 表白 60 表白 60 表白 59 表白

50 颯論文(2通) 61 謡講文(2通) 61 謳論文(2通) 60 諏論文(2通)

51 願書 62 願書 62 願書 61 願書

52 断菜文 63 断菜文 63 断菜文 62 断菜文

53 御明文 な し な し なし

54 祭文 64 祭文 64 祭文 63 祭文
し

55 天判祭文札 65 天判祭文札 65 天判祭文札 64 天判祭文札

56 起請文 66 起請文 66 起請文 65 起請文

57 廻文 67 廻文 67 廻文 66 廻文

58 頭差帳 68 頭差帳 68 頭差帳 67 頭差帳

請定文 69 請定文 69 請定文 68 請定文

縁起 70 縁起 70 縁起 69 縁起

勧進文 7ユ 勧進文 71 勧進文 70 勧進文

奉加帳 72 奉加帳 72 奉加帳 71 奉加帳

施入文(2通) 73 施入文(2通) 73 施入文(2通) 72 施入文(2通)

結番衆帳(2通) 74 結番衆帳(2通) 74 結番衆帳(2通) 73 結番衆帳(2通)

過去帳 75 過去帳 75 過去帳 74 過去帳

検田取帳 76 検田取帳 76 検田取帳 75 検田取帳

(77は 欠番)

九媛 78 丸帳 77 :丸帳 76 丸帳

徴符 79 徴符 78 徴符 77 徴符

雑物請文 80 雑物請文 79 雑物請文 78 雑物請文

文 抄 ・ 81 文抄 80 文抄 79 文抄

返抄放(2通) . 82 返抄放(2通) 81 返抄放(2通) 80 返抄放(2通)

点定札文 83 点定札文 82 点定札文 81 点定札文

制止札 84 制止札 83 制止札 82 制止札

結解文 85 結解文 84 結解文 83 結解文
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一

59問 注記 86間 注記 85問 注記 84 問注記

60明 法勘状(2通) 87明 法勘状(2通) 86明 法勘状(Z通) 85 明法勘状(2通)

61勘 文 88勘 文 87勘 文 86 勘文

62諸 書籍序 なし なし なし

63暇 文 89暇 文 88暇 文 87 暇文

64序 90序 89序 88 序

65和 歌題 なし なし なし

66表 書 91表 書 90表 書 89 表書

67御 祈祷巻数 92御 祈祷巻数 91御 祈祷巻数 90 御祈祷巻数

他文例1通 なし な し なし

68膀 示銘書 93膀 示銘書 92膀 示銘書 91 膀示銘書

69占 形書 94占 形書 93占 形書 92 占形書

70舞 奏書 95舞 奏書 94舞 奏書 93 舞奏書

71閉 字平 出 99閉 字平出 95闘 字平出 94 闘字乎出

72消 息 100消 息 100消 息 99 消息

他文例6通 なし なし な し

御教書 104御 教書 104御 教書 103 御教書

同 請文 同 請文 同 請文

供料請文 101供 料請文 101供 料請文 100 供料請文

祈雨法辞書 102祈 雨法辞書 102祈 雨法辞書 101 祈雨法辞書

御修法等請文 103御 修法等請文 103御 修法等請文 102 御修料法等請文

(105は 欠 ・番)

106暇 文(89と 同文) 104 暇文(87と 同文)

(桜山文庫本は,暇 文

を105と す る)

【備考】

①8種 の写本を,文 例配列の異同か ら4つ のグループに分けて比較 した。それぞれの本の文例の

配列状況は,通 し番号より判断されたい。

②意昧不明瞭や明 らかな誤記を含むなどの理由で, 目録 ・本文表題における文書名り一部を,便 宜

上書き直した場合がある。

③三宝院本 には,98・ 99号 文書が重複 して筆写されている。

上記の諸本文例配列の比較より,ま ず指摘できる点は,濡 林拾要本の特異性 と, それ以外の諸本相

:互の類似性 である。

儒林拾要本の特異性の具体的内容 としては, 第1に 文例配列順の問題, 第2 に引用文例数の多
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さ,第3に 文例中の具体的文言の残存量の多 さ,の3点 があげら=れる。

第1の 文例配列の問題 では,1～13,17・18号 の各文例が,文 書 とその請文 をセ ヅrに して一 つの

番号を付していることが,他 の諸本に見られない点 として指摘できる。また,文 例配列順が他の諸本

と異なる部分を検討してみると,6号 文書の 「同官庁御下文」(「岡宮庁御下文」の誤記か)が,5号

の 「令旨」の後に配置されるにふさわしい皇太后宮職政所下文であった り,16～18号 が牒様式のま

とまりであるといった,儒 林拾要本の文書配列の整合性が,他 の諸本では撹乱されていることが分か

る。他の諸本に見られる欠番や条文の欠がない点 も,儒 林拾要本の特徴である。この他に注目される

のは,58号 に一括された一群の文書である。他の諸本では,全 て個別に番号が付されているのに対

し,儒 林拾要本はこれらを同一番号に収めている。内容を見ても,寺 院関係 ・荘園在地支配に関わる

一定の共通性がうかがえ,こ れらの文書群をまとめた何 らかの史料が,儒 林拾要本の底本に挿入され

たこ とが推察で きる。

第2の 問 題 と し て は,儒 林 拾 要 本15・21・23・25・26・27・33・36・37・38・67・72の 各 号 に,

他の諸本には見 られない文例が見 られ,そ の結果,収 載文書数が最 も多 くなっている点が指摘でき

る。ここで注 目されるのが,前 章で紹介 した丹鶴叢書本に見られる 「古本」(真旗本)の 内容である。

具体的な文例を示そう。

寄進 庄園萱所事

在ム国ム郡字ム庄,但 於田代荒熟員数者,見 子本券面　,

右,件 庄者,重 代相伝之私領也,而 為某現当二世,悉 地成弁,相 副本公験,所 寄進於某寺

也,但 於地頭職者,ム 子孫相承可令執行,傍 為向後亀鑑,寄 進之状如件,以 解,

年号月日 官位姓名 ≧判

これは,丹 鶴叢書本35号 に,「 古 本」に見 える文例 として補記 された ものである。 さらに この文書

は,他 の諸本中では儒林拾要本にのみ見 られる文例である。同様な例は,丹 鶴叢書本の26・33・

37・38・39の 各 号に見 られ る。 なお,丹 鶴叢 書本に引用 す る 「古 本」所収の文例 には番 一号の表記 が

あるが,い ずれも儒林拾要の文例配列順と一致している。

第3の 問 題 と し て は,儒 林 治 要 本37・38・44・45・51・55・57・60・64の 各 号 の 文 例 に,他 の 諸

本の文例には見 られない(恐 らくは省略された)語 句が見 られることが指摘で きる。

以上指摘 した諸点(特 に第2の 点)よ り,儒 林治要本は,正 応4年 成立の真寂本に近い内容を有

していることが分か り,r雑 筆要集』の古写本系統に属するものということが指摘で きる。前掲の…

覧表を,儒 林拾要本を配列順の基準 として作成 したのは,こ のような認識の結果によるものである。

次に,儒 林拾要本以外の諸本であるが,先 に述べたように,基 本的に大きな相違はない。わずかな

相違は文例の番号に見 られるが,・この相違が生まれた最大の理由は,諸 本冒頭の 「目録」に40番 目

の文書 として掲げられる 「所文帳」の扱いの差異である。 これに澱応ずる具体的文例をあげた写本は

ない。 「所文 帳」は,次 の41号 文書 の 「処 分帳」 と章 が一致 し,お そ らくは 目録の筆写 の どこかの段

階での誤 り(た とえば,口 述の聞 き取 りの際あ錯誤)に 起因するものであろう。 この 「斯文帳」の扱

いをめぐって,目 録に忠実に番号のみを立てて条文を示さない写本と,番 号を飛ば して本文を編んだ



97

『雑筆要集』を中心とする日本中世文例集史料の研究

写本 との間で, 番号 一つ分ρずれが生 じたのである。

諸本の所 蔵者を見 る と,公 家 ・大名領 主 ・寺家 ・神官 ・書騨蒐集家 と広 が りを見せ ているが・ほぼ

同じ系統(多 くは徳大寺家本を和本 とするか)に 属する流布本 と見て良いだろう。また,流 布本系統

のい くつかが, 「書札礼」(『弘安礼節』)を 合冊 している点は,『 雑筆要集』の享'受のあ り方 を考 える

上 で興味深い⑭。

最後に,以 上までの検討の結果をふまえ,諸 本系統図の一案を以下に図示 してみたい。

『雑筆要集』原本

古写本系統1＼一
1＼(?)

高野lll正智院本a

1(?)1

?

↓

真寂本→++→ 一レ→

ll

多田頼雄所持本 ↓ ↓

↓ll

賀茂季通水 ↓1流 布杢糸麺.

↓1昏

儒 林 拾 要本 徳大 寺 本 → 卓 ゆゆ →・+ゆ ゆ 噌++噌 幸 ?

lll(?)1(・)
↓

押小路本 菊亭本 壬生忠利本 竹屋光標本

↓ll

坊城俊将本 油小路隆貞本 足代弘訓本

高野山三宝院本

{(数 本で校訂)ll

続群書類従本 彰彰館本 桜山文庫本

1(真 寂本で校訂)

丹鶴叢書本

むすびにかえて

r雑筆要集』の研究に関しては,本 文確定や編者の推定 といった重要な問題が残 されている⑮。本

報告の内容は, それらの問題を考えるための極めて初歩的な段階に留まるものにならさるをえなかっ

た ㈹。 以 後, さらなる諸本の収集作業を継続 しなが ら,『雑筆要集』の史料批判に向けた検討を課題

としてい きたい。

註

ωP筆 要集』の内容に関する基礎的知見に関しては,『群書解題』などを参照。

② 竹内理三 「平安末期の往来物にあらわれた荘園一雑筆要集と儒林拾要一」(『竹内理三著作集第7巻 荘園史

-
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研究 』 角 川 書店,1998年 。 初 出 は1963年)。

(3)前 掲 竹 内論 文525～526頁 。

(4)群 書類従の諸本については省略した。なお 『国書総臼録』には,本 文でふれたもの以外に静裏壁文庫本 ・慶

応義塾大学三 田情報センター班蔵幸田文庫本(幸 田成友旧蔵本)が 見えるが,前 者は続群書類従所収本,後 者

は丹鶴叢書所収本に相当するものと思われる。

(5>『徳大寺家家譜』『公卿補任』による。

(6)『 押 小 路家 系 譜 』 に よる。

(7)東 京 大 学 史料 編 纂所 所 蔵 写 真帳(1981年 撮 影,617LOO/2)に よ る。

(f)桜 山文庫本の閲覧に際して,昭 和女子大学の山本博也氏より多大な助力を得た。記して謝意を表する。

(9)r国 史大辞典』「竹庵家」の項(用 田貞夫氏執筆)に よる。

㈹ 桜山文庫に関 しては,鹿 島則幸 「桜山文庫について」(『郷土文化1」18,1977年)・ 深沢秋男 「鹿島則文と桜

山文庫」(同 氏校涯r井 関隆子H記 中巻』勉誠社,1980年)を 参照。

(n)田 中本調査団 「「田中懐疑旧蔵典籍古文書」所収記録類μ録」(『国立歴史民俗博物館研究報告』72
,1997年)

による。なお,歴 博本の原本調査の機会を得ることはできなかった。

㈹ 朝倉治彦監修 『定本騰 叢書 第3巻 』(大空社,1997年)所 収の内閣文庫所蔵本(21& .2)に よった。

⑬'r尊 卑分脈』藤原師実際 ・烏}L兼頼男の長患の傍記に 「出家真寂 正応二九七」と見える。

ω 『弘安礼節』に関しては・百瀬今朝雄r弘 安書札礼の研究』(東京大学出版会,2000年)を 参照。

㈹ 丹鶴叢書の成立過程の究明から,さ らに 『雑筆要集』の古写本(ひ いては原本)に 関する手がかりが得られ

る もの と思 われ る。

㈹ 『雑筆要集』の内容を鞭 すると 何度力・にわたる文例群の追記の形跡が認められる。原本が成立した時期と

おぼしき鎌倉時代初期から正応4年 の間が,そ の時期 として一応想定されるが,詳 細ほ今後の検討課題とした

い 。

付記 本報告の作成にあたっては,山 下哲郎 ・釈迦堂光浩 ・秋山哲雄の各氏の協力を得た。

(うえす ぎ ・かずひ ご 文学部助教授)


